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越谷市生活困窮者自立支援事業業務委託企画提案選考会実施要領 

 

１ 実施概要  

生活困窮者自立支援事業に係る業務委託を締結するにあたり、委託先の専門知識・実績・対応

能力等を見極め、本業務に最適な事業者を選考する。 

 

２ 業務委託に関する事項 

（１）業務名 

越谷市生活困窮者自立支援事業業務委託（長期継続契約） 

 （２）履行場所 

    越谷市内全域及び支援により訪問する市外関係機関 

（３）業務内容 

別紙「越谷市生活困窮者自立支援事業業務委託仕様書」参照 

（４）履行期間 

令和７年(2025 年)８月１日から令和１０年(2028 年)７月３１日まで 

（５）委託料限度額 

１２８，２５０，０００円（３６か月の合計 消費税額及び地方消費税額を含む。） 

上記のうち、令和７年度上限額：２８，５００，０００円（※８か月分）（消費税額及び地

方消費税額を含む。） 

本委託業務の契約締結に係る限度額であり、見積額が限度額を超えた場合には審査自体を行

わない。 

※ 本委託は、地方自治法第２３４条の３の規定による長期継続契約になる。 

    このため、契約を締結した翌年度以降において、この契約に係る歳出予算の減額又は削除が

あった場合、市はこの契約を変更し、又は解除する場合がある。 

    この場合、市は、受注者が損害を受けることがあっても、その損害賠償の責めを負わないも

のとする。 

 

３ 選考形式 

   企画提案書提出方式 

   提出された企画提案書に基づき、専門性、実績、企画力、実効性などを勘案し、その評価と見

積金額により総合的な見地から判断して相手方を決定する。 

  

 ４ 参加資格基準 

   この企画提案選考に参加しようとする者は、次のすべての要件に該当する者とする。 

なお、参加資格を満たしていない場合は、参加申込受付の段階で失格となる。 

（１） 法人格を有すること。 

（２） 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項の規定に該当する者

でないこと。 

（３） 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第２項各号のいずれにも該
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当しない者であること。 

（４） 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法

（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申立てをしていない者であること。 

（５） 「越谷市物品購入等入札参加資格に関する要綱（平成１２年告示第５２号）」に基づく令

和７年度競争入札参加資格を有する者であること。 

（６） 参加申込書等受付の締切日から契約締結までの期間に、「越谷市の契約に係る指名停止等

の措置要綱（平成３０年告示第３４９号）」に基づく指名停止措置又は「越谷市の締結する

契約からの暴力団排除措置に関する要綱（平成９年告示第８号）」に基づく指名除外措置を

受けていない者であること。 

（７） 参加申込書等受付の締切日から契約締結までの期間に、「越谷市競争入札参加資格業者実

態調査実施要綱（平成２６年告示第２０２号）に基づく入札参加制限措置を受けていない者

であること。 

（８） 参加申込書等受付の締切日から契約締結までの期間に、国又は他の地方公共団体のうち、

その行政区域に越谷市を含む発注機関から指名停止措置又は指名除外措置を受けている者

にあっては、市長が特にプロポーザルに参加させることが適当と認める者であること。 

（９） 破産法（平成１６年法律第７５号）第１８条又は１９条の規定による破産の申立てがなさ

れていないこと。 

（10）民事執行法（昭和５４年法律第４号）に基づく仮差押等金銭債権に対する強制執行若しくは

国税、地方税その他の公課について滞納処分による強制執行の措置を受け、支払いが不能と

なっていないこと、又は、第三者の債権保全の請求が常態となっていないこと。 

（11） 本プロポーザルに参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がない者であること。 

（12） 法人税、消費税及び地方消費税の滞納がない者であること。 

（13） 個人情報の取扱いについて適切な保護措置を講じていること。 

 

５ 書類の配布 

 （１）配布期間 

    令和７年(2025 年)４月１１日（金）から令和７年(2025 年)５月１２日（月）まで 

 （２）配布場所 

   越谷市公式ホームページからダウンロード 

   ※越谷市役所第三庁舎２階 生活福祉課窓口でも配布 

 

６ 参加申込及び企画提案書の受付 

（１）提出期限  令和７年(2025 年)５月１２日（月）１７時００分まで 

（２）提出場所  福祉部 生活福祉課 

（３）提出方法  郵送（書留扱い・必着）又は持参 

（４）提出書類及び提出部数 

① 参加申込書（様式１）１部 

 ② 履歴事項全部証明書（登記簿謄本） 写し：１部 

（提出日前３か月以内のもの） 
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   ③ 定款等（規約その他団体の目的、組織及び運営の方法を定めた書類） 写し：１部 

   ④ 役員名簿 写し：１部 

 ⑤ 法人税、消費税及び地方消費税の納税証明書（その３の３） 写し：１部 

    （提出日前３か月以内のもの） 

⑥ 財務諸表（直近のもの） 写し：１部 

⑦ 企画提案書（様式３） 正：１部 写し：５部 

（企画提案書についてデータでの提出は不可とする） 

 ※企画提案書の書式・頁・枠組みは変更せず、参考資料等は別紙添付とすること。 

 ⑧ 業務経歴書（任意様式）正：１部 写し：５部 

  ※会社概要及び取引実績等を記載したもの。 

 ⑨ 従事予定者履歴書（任意様式、写真不要） 写し：６部 

  ※内容については職歴および資格の記載があれば可。 

  ⑩ 見積書（様式４）    正：１部 

  ⑪ 見積明細書       正：１部 

  ⑫ 人件費に関する内訳書（様式５）  正：１部（令和７年度分） 

  ※見積書作成に係る注意事項 

  ア 履行期間 令和７年(2025 年)８月１日から令和１０年(2028 年)７月３１日 

  イ 委託料限度額 １２８，２５０，０００円（消費税及び地方消費税含む） 

ウ 見積金額には、貴社が消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であ

るかを問わず、見積った契約希望金額（課税事業者は、消費税及び地方消費税を加算し

た金額の 110 分の 100 に相当する金額を記載すること。 

エ 見積書及び見積明細書には、件名、金額、住所、社名及び代表者（代理人で競争入札参

加登録している場合は、代理人）を記載し、代表者印（代理人の場合は、代理人の印）

を押印すること。 

オ 見積書には、必ず見積った契約希望金額の明細となる見積明細書（課税事業者は、消費

税及び地方消費税を加算した明細とすること）を添付すること。見積書記載金額と見積

明細書の合計金額は一致しないので注意すること。 

カ 見積明細書の様式は問わない。 

キ 本案件は、労働者（※１）に一定の賃金額（労働報酬下限額）を保証する越谷市公契約

条例（平成２８年法律第５１号）の適用案件となる。人件費の積算にあたっては、１時

間当たりの賃金（※２）について、労働報酬下限額１，１６０円（令和７年度）以上と

し見積書を作成すること。また、併せて人件費に関する内訳書（別紙）を作成すること。 

なお、この案件を受注した場合は、労働報酬下限額（年度ごとに設定される）以上の

賃金の支払いや賃金額の報告のほか、越谷市公契約条例第５条及び第７条に基づく事項

が義務付けられる。 

  ※１ 最低賃金法第７条に基づき最低賃金の減額が認められる方は労働報酬下限額の適

用対象外となる。 

※２ 最低賃金法第４条第３項各号に掲げる賃金及び時間外等割増賃金は適用範囲外で

ある。 
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ク 見積書、見積明細書及び人件費に関する内訳書は件名及び社名を記載した封筒に入れ、

封緘して提出すること。 

 

８ 選考方法 

   越谷市生活困窮者自立支援事業業務委託プロポーザル審査選考委員会（以下「選考委員会」と

いう。）により提出書類の審査を行い、委託先予定事業者を選定する。 

選考委員会の委員が下記の評価表に基づき評価、採点を行い、各委員の得点を合計した点数が

最も高い参加者（応募者）を委託先予定事業者とする。ただし、合計得点が１位となった参加者

が複数ある場合は、その者の内で価格が最も低い参加者（応募者）を委託先予定事業者とする。

なお、参加者が１者の場合は評価項目のうち１から４の項目について、それぞれの配点の７０％

以上を得た場合に委託先予定事業者とする。 

 

【評価表】 

 

 評価項目 着眼点 配点（満点） 

１ 受託実績 ・同種の業務契約の実績・成果 １０ 

２ 受託体制 

・従事職員の職位、資格、経験 

・支援員の育成・確保 
１６ 

３ 計画評価 
・越谷市の現状及び課題を理解し、包括的な支援体制の

構築、支援計画、立案・運用について提案しているか 
２４ 

４ 実効性評価 

・提示された支援モデルの実効性や実施要領・仕様書と

の整合性 

・具体的支援方策 

２０ 

５ 価格評価 

見積金額の評価 

予定額（128,250,000 円税込み）に対する減額率に応じて点数を算出 

３０点：３０%以上（89,775,000 円以下） 

２５点：２５%以上３０%未満（89,775,000 円超 96,187,500 円以下）  

２０点：２０%以上２５%未満（96,187,500 円超 102,600,000 円以下） 

１５点：１５%以上２０%未満（102,600,000 円超 109,012,500 円以下）  

１０点：１０%以上１５%未満（109,012,500 円超 115,425,000 円以下）  

５点：５%以上１０%未満（115,425,000 円超 121,837,500 円以下）  

０点：５%未満（121,837,500 円超） 

３０ 

合計得点 １００ 
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＜注意事項＞ 

① 選考への参加に関する一切の費用は参加者の負担とする。 

② 提出期限までに必要書類が提出されない場合は、失格とする。 

③ 提出された見積書は、これを書換え、引換え又は撤回することはできない。また、提出書類

は返却しないこととする。 

④ 提出された企画提案書に虚偽又は不正があった場合には、企画提案書を無効とし、失格とす

る。 

⑤ 特定した提案内容については、「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」（平成１１年

法律第４２号）において、行政機関が取得した文書について、開示請求者から開示請求があ

った場合は、当該企業等の権利や競争上の地位等を害するおそれがないものについては、開

示対象となる場合がある。 

⑥ 企画提案書の提出後において、原則として企画提案書に記載された内容の変更は認めない。

また、企画提案書に記載した配置予定者は、原則として変更できないものとする。ただし、

病気、死亡、退職等のやむを得ない理由により変更を行う場合には、同等以上の資格、能力

等を有する者であり、あらかじめ発注者の同意を得なければならない。なお、休暇、繁忙期

等における人員についてはこの限りではない。 

⑦ 企画提案にあたり、著しく信義に反する行為があったと選考委員会が認めた場合、失格とす

る。 

⑧ 選考委員会において、１位として決定した者は、企画競争の実施の結果、最適な者として特

定したものであるが、地方自治法等に基づく契約手続きの完了までは、契約関係は生じるも

のではない。 

⑨ 辞退又は特別な理由により委託先予定事業者と契約締結ができない場合は、委託予定事業者

の選定時に順位付けをした順に契約交渉を行う。契約を辞退したことにより、以後の選定、

競争入札について不利益な取扱いを受けるものではない。 

⑩ 選考結果は、別途通知することとする。 

⑪ 選考結果についての異議申し立てには一切応じない。 

 

10 質疑方法 

（１）質問締め切り 

  質問内容 参加申し込み、参加資格の審査、企画提案に関する質問 

質問期間 令和７年(2025 年)４月２１日（月）１２時００分まで 

質問方法 電子メールに「質問書（様式２）」（越谷市公式ホームページに掲載）を添付して質問 

回答方法 電子メールにて質問者に対して随時回答 

       令和７年(2025 年)４月２３日（水）に全ての質問に対する回答を越谷市公式ホームペ

ージに掲載 
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11 選定スケジュール 

令和７年４月１１日（金） 募集開始（ホームページ掲載） 

令和７年４月２１日（月） 質問締め切り（質問者に随時回答） 

令和７年４月２３日（水） 質問最終回答日（ホームページ掲載） 

令和７年５月１２日（月） 参加申込書・参加申込書提出期限 

令和７年５月２６日（月） 選定委員会 

令和７年６月 ２日（月） 選定結果通知発送 

令和７年６月 ９日（月） 評定及び選定結果等の公表。（ホームページ掲載） 

 

問い合わせ先 

〒３４３―８５０１ 越谷市越ヶ谷四丁目２番１号 越谷市福祉部生活福祉課 宛 

Ｅメールアドレス  seikatsufukushi@city.koshigaya.lg.jp  電話 048-963-9162 

mailto:seikatsufukushi@city.koshigaya.lg.jp

